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租税実務研究学会会則 

                          施行 平成２５年４月１日 

                          改正 令和２年１１月１５日 

                          改正 令和５年７月２日 

 

（名称） 

第１条 本会は、租税実務研究学会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、会員が共同して、租税実務の研究とその基盤となる租税法・税務会計論

の探究およびわが国における租税実務の発展に資することを目的とする。  

（事業） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１） 年１回の会員総会の開催 

（２） 年数回の研究発表会の開催 

（３） 機関誌の発行 

（４） その他本会の目的を達成するため適当と認められる事業  

（会員） 

第４条 大学その他研究機関およびこれに準ずる機関において租税法・税務会計論の原

理・理論の研究に携わり、当該原理・理論に関する研究論文 3 編以上を公表した

者または研究単行本１冊以上を公刊した者、あるいは、会計専門職（税理士・公

認会計士等）であり、租税実務経験を 3 年以上有する者は、理事会の承認を経て、

本会の会員となることができる。 

（準会員） 

第５条 上記会員の資格を有しないが、租税実務経験者または大学院生は、本会の理事会

の承認を経て、準会員となることができる。 

  ２．準会員は、第１１条の役員になることができない。  

  ３．租税実務経験者の準会員として３年間経過したときは、会員となる。 

（入会） 

第６条 上記の会員および準会員の資格を満たした者は、資格要件の資料を添えて、理事

会に申し込まなければならない。 

（会費） 

第７条 会員は、理事会が指定した期日までに会費を納入しなければならない。  

  ２．会費の年額は、会員総会の承認を経て決定する。  
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  ３．準会員の会費は、会員の半額とする。 

（退会） 

第８条 退会を希望する者は、書面をもって理事会に申し出るものとする。  

    ２．３年間以上会費を滞納した会員は、原則として、退会者として取り扱う。 

（復会） 

第９条 会費未納により退会した者が復会する場合には、未納の会費を納入する。  

（除名） 

第１０条 会員が本会の対面を汚す行為をなしたときには、理事会は会員総会の議を経て

除名することができる。この場合、除名の理由を機関誌に公表する。  

（役員） 

第１１条 本会に次の役員をおく。 

（１） 会 長 １名 

（２） 副会長 １名 

（３） 理 事 若干名 

（４） 監 事 ２名 

（５） 幹 事 若干名 

（会長） 

第１２条 会長は、本会を代表し会務を総括する。 

   ２．会長は、会員総会および理事会を招集し、その議長となる。  

（副会長） 

第１３条 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。  

（理事会） 

第１４条 会長、副会長および理事は、理事会を構成し、会務を執行する。ただし、その

代理人を出席させることはできない。 

（監事） 

第１５条 監事は、本会の会計を監査し、その結果を理事会および会員総会に報告する。 

２．監事は、理事会に出席することができる。だだし、その代理人を出席させるこ

とはできない。 

（幹事） 

第１６条 幹事は、会員の中から、理事会の承認を得て、会長が委嘱する。  

   ２．幹事は、理事会に出席し、所定の業務を行う。ただし、理事会にその代理人を

出席させることはできない。 

（役員の欠員と補充） 
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第１７条 役員の欠員と補充の取扱いについては、別に細則で定める。  

（会員総会） 

第１８条 本会は、毎年１回定時会員総会を開催する。 

   ２．理事会が必要と認めたとき、または、会員総数の３分の２以上の請求があった

とき、会長は、臨時会員総会を招集しなければならない。  

   ３．会員総会の決議は、出席会員の過半数による。  

（会計年度） 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月末日に終わる。 

（会則の変更） 

第２０条 本会の会則の変更は、理事会または会員総数の１０分の１以上の提案により、 

会員総会において、出席会員の３分の２以上の賛成を得て行う。  

（その他） 

第２１条 その他細則は、理事会で別に定め、会員総会の決議を経て行う。  

（附則） 

１ この会則は、平成２５年４月１日より実施する。 

２ 会費は、年額１０，０００円とする。 

３ 本会の事務局は、アキュレイトパートナーズ税理士法人（東京都新宿区神楽坂３－４ 

－１ 山本ビル３階）内に置く。 


